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カラフル－1

「公正な採用選考」KARA ……………P２「公正な採用選考」KARA ……………P２

「福岡県人権教育・啓発基本指針」 KARA …P７「福岡県人権教育・啓発基本指針」 KARA …P７

「コーディネーター養成講座」KARA …P１１「コーディネーター養成講座」KARA …P１１

『あおぞら２』KARA ………………P１４『あおぞら２』KARA ………………P１４

「おすすめDVD」KARA  …………P１６「おすすめDVD」KARA  …………P１６

カラフル－16

KARA FULL 福岡 で 検 索検 索 ☜

　

「おすすめDVD」 KARA



カラフル－2

公正な採用選考の確立に向けた取組

部落地名総鑑事件
　1975（昭和50）年11月に発覚し、1985（昭和60）年までに８種類約220冊を超える
差別図書が、「人事極秘」、「部落地名総鑑」等の書名で販売されました（法務省調べ）。

　この事件発覚以後、同和問題を解決するための企業の社会的責任が強く叫ばれるよ
うになり、1977（昭和52）年、労働省（当時）は、企業が自主的に公正な採用選考を実施し、
就職の機会均等の確保に取り組むように行政指導を行いました。

同和地区の
所在地、戸数、
主な職業など
が記載

○ 　作成・販売者は調査業者であった。

○ 　企業の購入動機は、採用に当たって
　 同和地区出身者を排除するため、
　 個人の購入動機は、結婚に当たって
　 身元調査をするためであった。

カラフル－3

公正な採用選考の確立に向けた取組の歴史
～全国高等学校統一用紙の制定・改定～

●国内の動き　○県内の動き

●同和対策審議会答申

●「地域改善対策高校・大学等進学奨励費（解放奨学金）」制度確立

●壬申戸籍の閲覧禁止

●「同和対策事業特別措置法」制定

○「福岡県就職問題連絡協議会」開催
　（現 「福岡県高等学校卒業者就職問題連絡協議会」）
　 以下 「就連協」

●近畿地方で統一用紙使用
○「就連協」に福岡県経営者協会等も参加
　12機関・団体で「社用紙は提出しない」とする第１回目の「申合せ」

○福岡県で統一用紙使用

●労働省・文部省・全国高等学校長協会の協議により、
　全国高等学校統一用紙制定

●部落地名総鑑事件発覚

●全国高等学校統一用紙改定

●全国高等学校統一用紙改定

○福岡県は独自に本籍欄を削除して使用

○「福岡県部落差別事象の発生の防止に関する条例」制定

●全国高等学校統一用紙改定

●職業安定法の改正に基づく指針（平成11年労働省告示第141号）を公表

●「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」施行

○「福岡県高校就職問題検討会議」設置

○「福岡県人権教育・啓発基本指針」策定

○第３学年生徒対象の「応募前職場見学」実施

○「一人２社までの応募・推薦」12月1日以降可能

●全国高等学校統一用紙改定

○「一人２社までの応募・推薦」11月1日以降可能

●「部落差別の解消の推進に関する法律」施行

○「福岡県人権教育・啓発基本指針」改定

年（西暦/年号）

1965/昭和40

1966/昭和41

1968/昭和43

1969/昭和44

1970/昭和45

1971/昭和46

1972/昭和47

1973/昭和48

1975/昭和50

1984/昭和59

1985/昭和60

1995 / 平成7

1996 / 平成8

1999/平成11

2000/平成12

2002/平成14

2003/平成15

2004/平成16

2005/平成17

2009/平成21

2016/平成28

2018/平成30

 ・「履歴書・身上書」→「履歴書」
・「男・女」→「性別」
・「履歴」→「学歴・職歴」
・「本籍」、保護者の「本人との続柄」  
 「年齢」、「家族」の削除

・「履歴書・身上書」→「履歴書」
・「男・女」→「性別」
・「履歴」→「学歴・職歴」
・「本籍」、保護者の「本人との続柄」  
 「年齢」、「家族」の削除

 ・「氏名、生年月日、男・女」「本籍」
・「現住所、連絡先」「学歴、職歴」
・「保護者氏名、続柄、年齢」
・「資格、特技、趣味」「所属クラブ」
・「志望の動機」「家族」の記入

・「氏名、生年月日、男・女」「本籍」
・「現住所、連絡先」「学歴、職歴」
・「保護者氏名、続柄、年齢」
・「資格、特技、趣味」「所属クラブ」
・「志望の動機」「家族」の記入

・「所属クラブ等」→「校内外の諸活動」

・「保護者氏名」の削除

・「押印」の廃止

・「志望動機」の拡大

・「所属クラブ等」→「校内外の諸活動」

・「保護者氏名」の削除

・「押印」の廃止

・「志望動機」の拡大

【地域改善対策及び公正な採用選考の確立に向けた取組の経緯】

「公正な採用選考」 KARA 「公正な採用選考」 KARA



カラフル－2
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【地域改善対策及び公正な採用選考の確立に向けた取組の経緯】

「公正な採用選考」 KARA 「公正な採用選考」 KARA



カラフル－4

どんなことが
就職差別につながるのですか？
　適性・能力に関係のない事項をエントリーシー
ト・応募用紙・面接・作文などによって把握する
ことや身元調査・合理的必要性のない採用選考時
の健康診断を実施することです。

採用選考では
　どんなことが大事ですか？
　採用選考は、「応募者の適性・能力が、求人職
種の職務を遂行できるかどうか」だけを基準と
して行われるべきです。

本人に責任のない事項の把握

本来自由であるべき事項 ( 思想信条にかかわること ) の把握

採用選考の方法

就職差別につながるおそれがある 14 事項

採用選考の基本的な考え方

「人権教育は今」ｖol.2 第27号（福岡県教育委員会のホームページに掲載）
も御参考ください。

カラフル－5

どんなことを聞いてほしいのか
高校生の声を聞いてください！

事前に職場を見学できるのですか？

　厚生労働省福岡労働局と福岡県高等学校人権・同和教育研究協議会が連携して「申
合せ事項違反」に対するリーフレットを作成しています。
　このリーフレットは、実際の事例や生徒、保護者の声をもとに作成されており、「保
護者の思い」や県内各地の高校生からの声として、しっかりと自分自身の適性や能力
を見てもらうために「こんなことを聞いて欲しいな！」が掲載されています。

　事前に職業や職場への理解を深め、適切な職業選択と情報不足
による就職後の早期離職の防止を目的として応募前職場見学等が
行われています。なお、職場見学を受け入れる事業主側は、下記
の点について留意することになっています。

応募前職場見学等の受入れにあたって

:

「公正な採用選考」 KARA 「公正な採用選考」 KARA
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カラフル－6

 

公正な採用選考に関連した参考資料（ウェブサイト等）

○『選考基準　公正な採用のために』
　Ｄ２８６８（25分）　
　　※「KARA FULL」No.2やすし先生のおすすめ
　　　人権教育ＤＶＤを御参照ください。  

○『どうしてそんなこと聞くの　公正な採用選考のために』
　Ｄ２３２９（27分）

就職だけでなく、進学でも公正な選考を

カラフル－7

福岡県人権教育・啓発基本指針
～人権が尊重される　心豊かな社会の実現に向けて～

「公正な採用選考」 KARA 「福岡県人権教育・啓発基本指針」KARA



カラフル－6
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　Ｄ２８６８（25分）　
　　※「KARA FULL」No.2やすし先生のおすすめ
　　　人権教育ＤＶＤを御参照ください。  
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カラフル－7
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カラフル－8

福岡県人権教育・啓発 基本指針（改定）の概要福岡県人権教育・啓発 基本指針（改定）の概要
第１章　はじめに

第３章 人権教育・啓発の基本方針

第４章 人権教育・啓発の推進

第６章 推進体制等 

第２章 人権を取り巻く状況 第５章 分野別の施策の推進 

　人権を取り巻く状況の変化を踏まえ必要な見直しを行うもの
●依然として社会生活の様々な場面で偏見や差別が存在
●情報化の進展などを背景に新たな人権問題が顕在化
●障害者差別解消法やヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法など個別の
　人権課題に関する法律が整備

１ 策定の趣旨

○学校教育における人権教育
　①就学前教育の推進 ②人権が尊重される学校づくり ③校内推進体制の確立 
　④人権を尊重した教育活動の展開 ⑤効果的な教材選定・開発 ⑥教職員研修
　の充実⑦家庭、地域、関係機関との連携 ⑧大学等における教育の推進

○社会教育における人権教育
　①家庭教育に対する支援 ②学習プログラムの開発・提供 ③教材・資料の充実
　④担当者・指導者の育成 ⑤学習機会の充実、学校教育との連携

○県の推進体制
　全庁的な体制のもと総合

　的、計画的に推進

○国及び市町村との連携
　国及び市町村との役割分担

　を踏まえ、連携・協力し推進 

○関係団体等との連携
　企業、民間団体等との役

　割分担を踏まえ、連携・

　協力し推進

○基本指針 の見直し
　人権を取 り巻く状況の変化に対応す

　るため「福 岡県人権施策推進懇話会」

　に提言を 求め必要な見直しを実施

1 人権教育
○県民に対する人権啓発
　①県民に対する啓発活動の強化 ②身近できめ細 かな啓発活動の推進 ③地域
　に密着した啓発活動の支援 ④福岡県人権啓発情 報センターの充実・強化 ⑤市
　町村、関係団体との役割分担と連携

○企業における取組み
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●一人ひとりがかけがえのない存在として尊重される  
  社会を目指す。
●すべての人に対する偏見や差別のない社会を目指す。

基 本 理 念

　人権教育・啓発推進法に基づき、本県の人権教育・啓発の基本的な方針を
示すもの 

２ 基本指針の性格

○世界人権宣言 ○人権関係条約 ○人権教育 のための国連10年
1 国際社会における取組み

○人権教育のための国連10年に関する国内 行動計画 
○人権教育・啓発推進法 ○人権教育・啓発に 関する基本計画

2 我が国における取組み

○人権教育のための国連10年福岡県行動計 画 ○福岡県人権教育・啓発
基本指針 ○福岡県総合計画、子どもの貧困 対策推進計画等の個別計画

3 本県における取組み

人権が尊重される
心豊かな社会をつくる

人々のつながりを大切にし、自

分の人権だけでなく他の人々の

人権についても正しく理解し、

相互に尊重し合う人権の共存の

考え方が定着するよう教育・啓

発に取り組む。

人権教育・啓発の基本的あり方

１ 多様な機会の提供
　一人ひとりが人権に対する 理解を深める機会が得られ  
　るよう様々な媒体の活用や 教材の提供に努める。
２ 効果的な手法の採用
　県民から幅広く理解と共感 を得られるよう内容・手法
　を工夫する。
３ 自主性の尊重
　県民の自主性を尊重し、押し 付けとならないよう留意する。

人権教育・啓発推進の考え方

県民一人ひとりが理解を深め、部落差別の解消に主体的に取り組むことができるよう、「部落差別
解消推進法」の趣旨を踏まえ、教育・啓発を推進する。

1 同和問題 
●

固定的な性別役割分担意識の解消やＤＶなどの暴力を防止するための教育・啓発を推進し、男女共
同参画社会の実現を目指す。
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児童虐待やいじめなどの問題に学校、家庭、地域が連携して対応し、子どもの人権が尊重される社
会の実現を目指す。

3 子ども 
●

高齢者を敬愛する意識を高めるとともに、高齢者がいきいきと活躍でき、住み慣れた地域で安心し
て生活できる社会づくりを推進する。

4 高齢者 
●

県民の理解と差別意識の解消、障がいのある人の社会参加を促進し、障がいのある人もない人も
住み慣れた地域で安心して暮らせる共生社会の実現を目指す。

5 障がいのある人 
●

異なる文化を理解し尊重するための教育や交流事業により相互理解を促進する。
「ヘイトスピーチ解消法」を踏まえた啓発を推進する。

6 外国人 
●

●

正しい知識や情報を提供するとともに、偏見や差別を解消するための教育・啓発を推進する。

7 ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者等 
●

犯罪被害者等の状況等に対する理解を深めるための啓発活動を実施する。
県の相談窓口を核とし、関係機関と連携して犯罪被害者等の支援を推進する。

8 犯罪被害者等
●

●

一人ひとりが情報を主体的に読み解く力を養い、インターネットを利用する際のルールやマナーを
守るよう教育・啓発を推進する。

9 インターネットによる人権侵害
●

性の多様性に関する正しい理解と認識を深め、性的指向や性自認を理由とした偏見や差別をなく
すため、様々な手法により教育・啓発を推進する。

10 性的少数者 
●

〇生活困窮者等 
〇北朝鮮当局による拉致被害者等 
〇その他（アイヌの人々、刑を終えて出所した人、人身取引、災害被害者）

11 さまざまな人権課題 

カラフル－9

※詳しくは県のホームページを御参照ください。
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（２）効果的な手法の採用

（３）自主性の尊重

第3章　人権教育・啓発の基本方針
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学習のねらい
人を判断する時に、その人の適性・能力とは関係のないことで、その人を決めつけ
るような意識がないか確かめます。そして、その意識の根拠になっているものは何か
を考えることを通して、自分の思い込みによって人を判断していないか、自分の中の
「当たり前」について考え、多様な人と生活する上で大切なことについて考えます。

今回紹介する学習プログラムについて
対象者：一般住民・行政職員など
人　数：30人程度（５人×６グループ）　時　間：60分
準　備：グループシート（絵：模造紙半分ぐらい）、
　　　　ワークシート、付箋、色画用紙（２色）

だれもが安心して働ける職場を目指してだれもが安心して働ける職場を目指して
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承

 

 
 

　ファシリテーターは、グループを回りながら、グループシートの中の様々
な立場に立って考えさせます。また、参加者の職場での体験を引き出しなが
ら、「転」「結」へとつなげていきます。

　多くの場合、言葉や態度には、その人の価値観が表れて
います。その価値観を探ることで、「常識」や「ふつう」、「当
たり前」について考えてさせます。そして、社会には様々な
人がいることを確認し、共に働くために大切にすることを
考えさせていきます。

①

② ③

カラフル－13

転

結

　ファシリテーターはグルー
プを回りながら、参加者が様々
な人の視点を意識して考えら
れるようにアドバイスしてい
きます。

まとめ

 

福岡県KARA

「コーディネーター養成講座」KARA 「コーディネーター養成講座」KARA
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「いろいろな人が働く」

活用する教科等 第２学年 ホームルーム活動

カラフル－15

 展開例

① 　働く上で大切にすべき要素・概念、自分に思い当たることなどを想起し、 
　 ペアで意見を交流する。

④ 　いろいろな人が働く意義や価値について自分の考えをまとめ、これから
　 の学校生活の中でも活かせる点について考える。

② 　教材を視聴し、Ａさんに対する主人公の気付きについて理解する。

③ 　物語を振り返り、自分の考えをまとめる。

労働で大切にしたい要素と、学校教育活動との連なりを意識させます。

　ペアやグループで意見交流をさせます。意見交流で
は、自他の考えが尊重される学習環境をつくります。

　障がいや苦手なこと・得意なこと等を互いに補完しながら「共生」する意義、多様
性の尊重について、生徒の発表を基に価値付けます。

　スライドを想起させながら振り返らせ、主人公
の気付きを自分自身に重ねさせる。

めあて　一人一人が自分らしく働くために、尊重すべきことについて考えよう。

まとめ　一人一人が自分らしく働くためには、多様性を尊重すること等が大切である。

 
Ａさんはどのようなことに困っているのかな？

 
Ａさんはどのようにして克服しているのかな？

 
自分にも似たような点がないかな？

福岡県KARA

『あおぞら2』 KARA 『あおぞら2』 KARA
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障害者OK

利用の際は必ず下記サイトを確認下さい。

ｗｗｗ.bunka.go.jp/jiyuriyo

※音声コードがついています。

　スクリーンリーダーソフト

　でも読み上げ可能です。
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